
 

令和６年度前橋市大区画ほ場整備事業補助金交付要項 

                     令和６年６月１７日から適用 

 

取扱担当課 

 前橋市役所農村整備課（７階） 

      電話       ０２７－８９８－６７１３（直通） 

            ０２７－２２４－１１１１（内線３７１３） 

      電子メールアドレス nousonseibi@city.maebashi.gunma.jp 

 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交 付 目

的 

 農業生産性を向上させ、農業経営の効率化を促すため、ほ場区画を

大規模化する費用を補助するものです。 

 

内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助

対象

者 

１ 認定農業者、農地所有適格法人、集落営農組織、機械化組合で、

本市内で２ｈａ以上の耕作を行っている者 

２ 暴力団排除に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）でないこと。  

(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以下同

じ。）でないこと。 

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でな

いこと。 

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者で

ないこと。 

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

している者でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は

関与している者でないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利

用している者でないこと。 

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交

付

申

請

の

手

続 

等 

 

交付

の対

象と

なる

事業

及び

経費 

一区画の農地面積を３５ａ以上にする工事の費用のうち下表に定め

る対象工種等及びその基準額 

 

 

 

対象工種等 対象工種等の基準

額 

 

整地工 199,110円 

（1haあたり） 

自力施工の場合のみ 

畦畔工（除去） 684円 

（1mあたり） 

自力施工の場合のみ 

取水工（新設） 5,592円 

（1箇所あたり） 

自力施工の場合のみ 

水尻工（新設） 6,736円  

（1箇所あたり） 
自力施工の場合のみ 

機械賃借料 実費 自力施工の場合のみ 

施工委託料 実費  

測量委託料 実費  

交付

金額 

１ 事業費の積算方法： 

対象工種等の基準額に対象工種等の数量を乗じて算出した金額に

機械賃借料等の見積額を加えた合計金額（１円未満切捨て） 

２ 補助率： 

事業費の１／２以内（千円未満切捨て） 

３ 補助上限額 

(1) 認定農業者、農地所有適格法人（農事組合法人以外）、集落営農

組織、機械化組合 

   ５００，０００円 

(2) 農地所有適格法人（農事組合法人） 

   ２５０，０００円 

交付

条件 

１ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じ

ることを求められた場合は、これに応じなければなりません。 

２ 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書

類、帳簿等を常備し、事業終了後５年間保存し、提出を求められた

場合は、これに応じなければなりません。 

３ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規則

第３４号）、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を

遵守し、事業を行わなければなりません。 



交付

申請

の方

法、

時期

等 

次の書類により申請してください。なお、押印は省略することが可

能です。また、押印を省略した場合は、電子メールによる提出も可能

です（実績報告、請求も同じです。）。 

１ 交付申請書 

２ 添付書類 

(1) 実施設計書及び図面（平面図、位置図） 

(2) 収支予算書 

(3) 見積書（機械賃借または施工委託、測量委託を行わない場合不

要） 

(4) 同意書（申請者と事業実施ほ場所有者が同一の場合不要） 

(5) その他参考となる書類 

 

【注】収支予算書等に、市補助金の充当先と内容を明示してくださ

い。 

【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に

応じ、電話等で確認を行う場合があります。 

 

交付

決定

の時

期等 

 

申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内に、交

付の可否、金額、条件等を決定し、通知します。 

請求

の方

法、

支払

時期

等 

 

 

 

 

１ 実績報告書を提出し、補助金額が確定した後、次の書類により請

求してください。 

 (1) 補助金交付請求書 

 (2) 添付書類 

  ア 補助金額確定通知書の写し 

  イ 事業実施前後のほ場写真 

２上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払いま

す。 

 

対象

事業

が変

更、

中止

又は

廃止

とな

った

場合

の手

続 

１ 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合

は、変更等の手続が必要となります。 

２ 上記の場合は、変更等を行う前に、変更等承認申請書を提出し、

承認の決定を受けなければなりません。 

 



変更

等承

認決

定の

時期

等 

変更等承認申請書の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以

内に、承認の可否を決定し通知します。 

実績

報告

書の

提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業が完了した日から３０日以内に、次の書類により報告してく

ださい。 

 (1) 実績報告書 

 (2) 添付書類 

  ア 収支決算書 

  イ 工事写真帳 

ウ 機械賃貸業者、施工受託業者、測量受託業者との契約書及び

領収書の写し（機械賃借、施工委託、測量委託を行わない場合

不要） 

  エ その他参考となる書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助金額確

定し、通知します。 

交付

決定

の取

消し

又は

補助

金の

返還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されま

す。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受け 

たとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したと

き。 

２ 補助金の交付を受けた後、補助金の交付を取り消された場合、取

り消しに係る部分の金額を指定された期限までに、補助金を返還し

なければなりません。 

３ 補助事業者は、補助金の返還の通知を受け、指定された期限まで

にこれを納付しなかったときは、「前橋市税外収入金の督促及び滞

納処分等に関する条例（昭和３９年前橋市条例第２５号）」の規定

により算出した延滞金を納付しなければなりません。 

様

式 

申請

書等

の様

式 

１ 交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

２ 交付決定通知書（様式第２号） 

３ 変更等承認申請書（様式第３号） 

４ 変更等承認通知書（様式第４号） 

５ 実績報告書（様式第５号） 

６ 補助金額確定通知書（様式第６号） 

７ 補助金交付請求書（様式第７号） 

 


